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1 １７ 030401060119 農林
水産

土地改良事業補助金 ２ ４市町村が同様に実施しているが差異
がある。 合併時、別紙調整案による。

市町村間で補助率又は補助金額に差異があるため、事業種
類によっては、佐久市の基準に増率又は増額をする。

試算表については、３・４ページを参照。

2 １７ 030401060127 農林
水産

土地改良事業分担金 ５ 佐久市・浅科村・望月町が実施している
が差異がある。 合併時、別紙調整案による。

市町村間で負担率又は負担額に差異があるため、事業種類
によっては、佐久市の基準に減率又は減額をする。

試算表については、６ページを参照。

3 ２５ 060401010102 農林
水産

森林組合 ７
佐久市・浅科村・望月町が佐久森林組合の
組合員であり、臼田町のみが南佐久北部森
林組合の組合員である。

合併時、現行どおりとする。

南佐久北部森林組合が、定款を変更（新市の旧臼田町区域
を組合の範囲とする）することにより、現臼田町組合員の権利
は存続される。
両組合の指導、施業等の範囲は、現行の地域を尊重する
が、新市発足後、新市の区域が一体となるよう検討していく。

4 ２８-４ 010401010202 農林
水産

農地法申請受付処理 ８ ４市町村で実施しているが、審議の方法に
差異がある。

合併時、審議の方法は佐久市の例により統
一する。
権限移譲を受ける時期については新市発足
時とする。

                       ※　各市町村の現況については、添付した現況調書に記載されている。
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